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発刊に際して

　わが国における年間の自殺者数は平成10年（西暦1998年）に3万人を超え、その後も2万5千

人前後から3万人程度で推移している。この問題については社会全体で取り組む必要があること

から、平成18年（同2006年）に自殺対策基本法が施行され、その翌年には自殺総合対策大綱が

示された。つまり、前者において自殺未遂者に対する支援が明文化され、引き続きそのような支

援の重要性についてより具体的に言及されるに至ったというわけである。自殺を図ったり、自傷

に及んだりした患者らへのケアについての期待はこのように漸次高まって現在に至っている。

　さて、我々の救急医療の現場においては、上記のような患者らに稀ならず対応している。これ

らの自殺企図、自傷関連行動は、自殺を遂げてしまうという観点からみるなら、その危険因子の

中で最も大きなものである。つまり、自殺を予防しようという取り組みをするなら、我々の現場

でそのような患者らに適切なケアを展開することが極めて重要であるということである。そのよ

うな患者について医学的には、身体的な診療と精神医学的な診療とが同時に行われ、後者の場合

の多くにおいて患者自身の健康に関する問題、家族との問題、経済的な問題などが明らかとなり、

心理社会的な側面からの支援なども求められることとなる。

　論理的に言うなら、臨床の現場において上記のような診療、支援について時宜を逸することは

許されない。しかし、我が国の実情をみると、救命救急センターなど病院の救急部門に精神科医

が配されている例は少なく、多くの場合は精神科医にコンサルテーションを行うか、または精神

科医が病院にいないのでそれすらできないという水準にある。日本臨床救急医学会は医師、看護

師、救急隊員、その他のコメディカルらが協働して良質なケアを達成しようとするものである。

そこで、救急医療の現場において精神科医による具体的な支援が直接的に得られない状況でその

ような患者に遭遇しても、我々スタッフが一定程度には臆することなく対応し、その後に遡って

もそれなりに妥当なケアであったと評価されるような「手引書」を作成するに至った。

　この「手引書」は、精神科医が直接的に具体的な介入をする水準には、はるかに及ぶものでは

ない。このことは当然であるが、精神科医の支援が得られない現場においても「できればこのよ

うなケアを実践されたい」という内容を示している。医療の質という観点からみれば、「乏しい

ストラクチャーにも関わらず、この程度のプロセスは宜しく」ということ示した、まずは第1版

である。救急医療の最前線に位置する我々にとって、自殺企図、自傷関連行動を示した患者らへ

の対応の手引きとして大いに活用されることが期待される。そのようであれば、引き続く改訂版

へと発展することができると思われる。

　本手引きの発刊により我々の現場でのケアの質が向上し、患者によりよい医療が提供できるこ

とを切に希望するところである。
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